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平成１９年１２月２５日 

条例第３４号  

改正 平成２５年３月２２日条例第３号 

   平塚市民のこころと命を守る条例            

目次 

 第１章 総則（第１条～第７条）  

 第２章 基本的施策（第８条～第１６条）  

 附則 

第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、近年、平塚市（以下「市」という。）においても自殺が社会問題とな

っている状況にかんがみ、自殺対策に関し、基本理念を定め、自殺対策を総合的に推進

して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等に対する支援の充実を図り、もって

市民が健康で生きがいを持って暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的

とする。 

 （基本理念）  

第２条 自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみとらえられるべきものではなく、そ

の背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなけれ

ばならない。 

２ 自殺対策は、単に精神保健的な観点からのみならず、様々な社会的な要因が関与して

いることを踏まえ、自殺の実態に即して実施されなければならない。 

３ 自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は自

殺が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施されなけ

ればならない。  

４ 自殺対策は、市民が共に支えあう地域福祉の増進という観点を踏まえ、地域の状況に

応じたきめ細かな施策として実施されなければならない。  

５ 自殺対策は、市、国、神奈川県、医療機関、事業主、学校、市民等の相互の密接な連

携の下に実施されなければならない。  

（市の責務）  

第３条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、自殺対策について、国及び神奈川県と
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協力しつつ、市の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。  

 （事業主の責務）  

第４条 事業主は、市と連携しながら、その雇用する労働者の心の健康の保持を図るため

に適切な措置を講ずるよう努めるものとする。  

 （市民の責務）  

第５条 市民は、自殺対策について関心と理解を深めるよう努めるものとする。  

 （名誉及び生活の平穏への配慮）  

第６条 自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等

の名誉及び生活の平穏に十分に配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのない

ようにしなければならない。  

 （財政上の措置等） 

第７条 市は、この条例の目的を達成するため、必要な財政上の措置その他の措置を講じ

なければならない。  

第２章  基本的施策  

 （調査研究の推進等） 

第８条 市は、自殺の防止等に関して、調査研究を推進し、並びに情報の収集、整理、分

析及び提供を行うものとする。  

 （市民の理解の増進） 

第９条 市は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺の防止等に関する市民の理解を深め

るよう必要な施策を講ずるものとする。  

 （人材の養成等） 

第１０条 市は、自殺対策の役割を担う人材の養成及び資質の向上等に必要な施策を講ず

るものとする。  

 （心の健康づくりの相談体制） 

第１１条 市は、心の健康の保持及び増進のため、職場、地域、学校等における相談体制

の整備に必要な施策を講ずるものとする。  

 （精神科医療の提供体制）  

第１２条 市は、自殺の危険性の高い者の早期発見に努め、これらの者が必要に応じて適

切な精神科医療を受けられるよう医療体制の充実に必要な施策を講ずるものとする。  

 （社会的な取組体制の整備） 
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第１３条 市は、市民が抱える社会的な要因を含む様々な課題に対応できるよう、関係相

談窓口の充実及び連携を図る等自殺の発生を回避するための適切な対処を行う体制の

整備に必要な施策を講ずるものとする。  

 （自殺未遂者に対する支援） 

第１４条 市は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺未遂者に対する適切

な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。  

 （自殺者の親族等に対する支援） 

第１５条 市は、自殺者又は自殺未遂者の親族等が受ける深刻な心理的影響が緩和される

よう、当該親族等に対する適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。  

 （自殺対策会議） 

第１６条 市は、総合的な自殺対策を推進するため、平塚市自殺対策会議（以下「自殺対

策会議」という。）を置く。 

２ 自殺対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。  

（１） 自殺対策について必要な関係機関相互の調整を図ること。  

（２） 自殺対策に関する重要事項について審議すること。  

（３） その他自殺対策の推進に関すること。  

３ 自殺対策会議は、委員２０人以内をもって組織する。  

４ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。  

（１） 関係行政機関の職員  

（２） 関係団体の代表者  

（３） 学識経験者  

（４） 前３号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者  

５ 委員の任期は、２年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。ただし、再任を妨げない。  

６ 前各項に定めるもののほか、自殺対策会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則

で定める。 

   附 則 

 この条例は、平成２０年７月１日から施行する。  

   附 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。  


